
令和７年度 東栄フェスティバル出店要項 

 
１．概要                                  

（１）開催日  令和７年１１月３日（月・文化の日） 

【搬入可能時間】（予定） 

イベント当日午前７時３０分から午前９時３０分まで 

（午前１０時には販売できるようにご準備ください。） 

【営業時間】（予定） 

  午前１０時～イベント終了まで（午後４時３０分頃終了予定） 

  ※完売した場合は、売り切れたことがわかるよう掲示し、必ずどなたかがイベント終了ま

で残るようにしてください。 

 【搬出可能時間】（予定） 

  イベント終了後 

  ※イベント中は危険なため車両を乗り入れて搬出はしないでください。台車等での搬出は

可能です。 

  ※出来る限り当日中に搬出してください。 

 

（２）会 場  東栄ドーム（東栄町大字本郷字大林１） 

 

（３）出店料  無 料 

 

（４）出店条件   

【共通】 

・東栄町内に事業所・拠点を置く店舗・団体等であること（東栄町外の店舗・団体

等も出店申込はできますが、町内店舗・団体等を優先してブースを割り当てるた

め、ブースの余りが無い場合、出店できない可能性があります。予めご了承くだ

さい。） 

  ・当イベントの趣旨に賛同いただける方であること 

  ・会場内の通行の妨げとなるため、決められた区画内で出店すること 

  ・「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」に規定される反社会的勢力

及び反社会的勢力の関係団体等ではないこと。 

 【飲食調理用ブース】 

・サイズ 間口 5.4m×奥行 4.0ｍ（会場の都合により変更となる可能性があります） 

・管轄保健所の営業許可範囲内で展開し、必要な申請・届出等を自身で行うこと 

・露店営業許可証等の出店に必要な営業許可証の写しを出店申込時に提出すること。

また、出店当日は営業許可証の原本を持参、ブース内に掲示すること。 

・保健所の指導に基づき、天幕に加えて、三方幕（間口以外に横幕）がされている

テントをご用意ください。テントの貸し出しはありませんので、予めご了承くだ

さい。また、テントは間口 5.4ｍ、奥行 4.0ｍに収まるものをご用意ください。 

・火器を使用する場合、消火器の持参等必要な措置を講じること 

・販売品目を１品目にすること 

 【物販・ワークショップ用ブース】 

・サイズ 間口 2.7m×奥行 4.0ｍ（会場の都合により変更となる可能性があります） 

・調理済みの食品を販売する場合（例：パックされたお弁当、お菓子、野菜など、会場



での調理を行わないもの）は、物販扱いとなるため、物販・ワークショップ用ブー

スで申込してください。ただし、「営業許可証」など営業許可を受けた施設等で

加工された「食品表示ラベルのある既製品」である食品表示が必要となります。 

  ・テントの設置は任意ですが、設置する場合、間口 2.7ｍ、奥行き 4.0ｍに収まる

ものをご用意ください。 

  ・ 

【キッチンカー】 

 ・会場の都合上、出店位置は東栄ドーム外の会場出入口付近に限定させていただき

ます。区画サイズは、キッチンカー出店者決定後に調整します。 

・キッチンカー出店に必要な営業許可証の写しを出店申込時に提出すること。 

 

（５）貸出物品 

机（長さ 1.8ｍ）・パイプイス・電源はご用意可能です。出店申込書に必要数量をご

記入ください。 

※机、イスについては数に限りがありますので、ご希望に添えない場合があります。なお、

各ブース貸出上限数は以下の通りとさせていただきます。 

 机…飲食調理用ブース：最大３台 

   物販・ワークショップ用ブース・キッチンカー：最大２台 

 パイプイス…全ブース：最大３脚 

※電源が必要な場合は、予定で構いませんが、見込める最大限の使用口数、使用機器名、

必要電圧・電力を必ず記入していただくようにお願いします。 

 

 

（６）申 込  

令和７年８月 31 日（日）までに下記へ出店申込書を提出、または出店申込フォー

ムからお申し込みください。また、飲食調理用ブース及びキッチンカーで出店を申

し込む方は、出店に必要な営業許可証の写しを併せて提出してください。 

 

【申込・問い合わせ先】 

東栄町経済課 商工観光係（担当：岸） 

 ＴＥＬ ０５３６－７６－１８１２ 

    ＦＡＸ ０５３６－７６－１４２８ 

 

２．注意事項                                      

■諸手続きについて 

出品物販売について関係機関へ許認可・届出等が必要な場合は、各出店者で手続

きを済ませてください。 

■水の使用について 

 使用する水については、出店者自身で用意してください。 

 ドーム内の水道水を使用する場合はドーム横、野球場入口付近の水道水を使用し

てください。公衆トイレの水は使用しないでください。 

■車両の駐車について 

車両は出店者用駐車場以外に停めないようにしてください。場所については改め

てお知らせします。 

  ■販売物等の管理について 

販売物や出店用の備品等は、自身の責任で管理・保管してください。 



■電気機器の使用について 

発電機の容量の都合上、電気機器は、予約したもの以外の機器を使用しないよう

にしてください。 

    ■風雨への対応について 

雨天時など天候の対策は各店で対応してください。 

会場は風が強く吹く場合があります。テント、のぼり旗などが飛ばされないよう

各店で対応してください 

  ■事故への対応について 

   資機材等の紛失、盗難、破損、食中毒、火気使用による火傷等のケガ、その他出

店に伴うすべての事故については、当町では一切責任を負いませんのであらかじ

めご了承ください。 

   開店前、閉店後を含め、商品の管理責任はすべて出店者が負うこととします。 

■後片付け、清掃 

 当日会場内に来場客用ゴミ箱は設置しますが、ブース内で出たゴミは各自で持ち

帰ってください。 

 後片付けや清掃は、丁寧に行ってください 

■飲食物を販売される方 

   食品を扱う出店者の方は、衛生面については特に注意してください。 

営業許可証が必要な場合は、保健所に提示できるようにご持参ください。 

  ■新型コロナウイルス感染症等の対策について 

   マスク、消毒液の設置など感染症対策は各店の任意とします。ただし、当日発熱

など体調に不安がある方は出店を控えていただくようにお願いします。なお、会

場内はトイレ前などには消毒液スタンドを用意する予定ですが、その他感染症対

策は行いませんのでご承知おきください。 

    


